
案件名称 2023年８月23日回答

質問項目 管理番号 質問内容 回答内容

入札参加者資格

1

入札参加者の形態について、単独企業、共同企業体と記載されておりますが、

共同企業体の場合、代表企業を2社とすることは可能でしょうか。

不可能です。代表企業は１者としてください。

入札参加者資格

2

業務実績等項目の【②上記の実績に相当する実績】について弊社は以下の実績がありますが、これは相

当する実績として認められますか。

・G20首脳会議開催中の行政施設（咲洲庁舎）におけるテロ対策強化のための常駐警備。

・G20首脳会議開催中の公共交通機関におけるテロ対策強化のための雑踏警備。

・G20首脳会談開催中の関西国際空港におけるテロ対策強化のための巡回警備。

・東京2020オリパラ聖火イベントにおける雑踏警備。

・飛鳥ハーフマラソンにおける雑踏警備及び交通誘導警備。

質問回答では、個別の業務実績について参加資格を満たすか否かの回答は致しかねます。

実績が参加資格を満たすか否かは、事後審査資料により案件の規模や性質等及び業務内容を確認した

うえで判断します。

事後審査資料については、交通誘導業務としての業務内容および１日当たりの来場者人員概ね１万人

以上であることを示す書類（仕様書等）を提出してください。

もしくは、上記実績相当であることを示す書類（仕様書等）を提出してください。

なお、同一業務において複数の施設等（公共交通機関含む）を対象とした警備の場合、１日当たりの

来場者人員（利用者）について、各施設の１日当たりの来場者（利用者）の総数を実績の対象としま

す。
入札参加者の構成

3

A案件の入札に参加する共同企業体の構成員が、B案件の入札では他の共同企業体の構成員になるこ

とは可能でしょうか。

可能です。

入札参加申請及び仕様書

提供申込

4

入札参加申請及び仕様書提供申込の後、入札の参加辞退届を提出した場合、共同企業体の構成員

または再委託先としての参加は認められなくなるのでしょうか。

入札参加辞退は、単体企業として又は共同企業体の代表企業として入札に参加することを辞退するもの

とします。そのため、共同企業体構成員又は再委託先として、辞退した案件に参加することは認めます。

以下余白
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